
 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
特

定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
定
款
変
更
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
二
日 

広
島
県
知
事  

藤 
 

田 
 

雄 
 

山 

特
定
非
営
利

活
動
法
人
の

名 
 
 

称

代
表
者

の
氏
名

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

定
款
に
記
載

さ
れ
た
目
的

定
款
変
更
の

内

容

申

請

の

あ

っ

た

年

月

日

特
定
非
営
利

活
動
法
人
Ｎ

Ｐ
Ｏ
ふ
れ
あ

い
ひ
ろ
し
ま

香
取 

周
次 
広
島
県
広
島

市
西
区
南
観

音
三
丁
目
一

三
番
一
一
号

平
野
ビ
ル 

こ
の
法
人
は
、
高
齢

者
と
地
域
住
民
の

方
々
を
対
象
に
、
健

康
に
関
す
る
情
報

や
、
活
動
の
場
の
提

供
、
相
互
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
作
り
な
ど
福

祉
の
増
進
に
関
す
る

活
動
を
行
う
こ
と

で
、
健
康
且
つ
生
き

生
き
と
し
た
老
後
を

住
み
慣
れ
た
町
で
安

心
し
て
過
ご
す
こ
と

が
で
き
る
よ
う
な
社

会
作
り
に
寄
与
す
る

こ
と
を
目
的
と
す

る
。 

・
目
的
の
変
更 

・
活
動
の
変
更 

・
事
業
の
変
更 

平
成
二
一
年 

一
〇
月
九
日 

特
定
非
営
利

活
動
法
人
メ

ン
タ
ル
ケ
ア

ひ
ろ
し
ま

ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク 

橋
本 

和
子 

広
島
県
広
島

市
中
区
大
手

町
一
丁
目
四

番
二
九
号 

こ
の
法
人
は
、
子
ど

も
か
ら
高
齢
者
ま
で

の
幅
広
い
年
代
の
人

た
ち
を
対
象
と
し
て

「
生
き
が
い
」
や

「
心
身
の
健
康
」
に

関
す
る
支
援
事
業
を

推
進
す
る
と
共
に
、

事
業
に
参
画
す
る
サ

ポ
ー
タ
ー
の
養
成
と

育
成
事
業
を
普
及
啓

発
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
社
会
全
体
の
利

益
の
増
進
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。 

・
役
員
の
定
数

の
変
更 
平
成
二
一
年 

一
〇
月
九
日 

特
定
非
営
利

活
動
法
人
Ｉ

Ｎ
Ｓ
―
Ｓ
Ｏ

Ｌ 

西
村 

豊 

広
島
県
廿
日

市
市
宮
内
二

九
七
五
番
七

こ
の
法
人
は
、
一
般

国
民
に
対
し
て
、
あ

ら
ゆ
る
保
険
を
わ
か

り
や
す
く
解
説
し
、

助
言
し
、
相
談
す
る

事
業
を
行
い
、
国
民

・
目
的
の
変
更 

・
活
動
の
変
更 

・
事
業
の
変
更 

平
成
二
一
年 

一
〇
月
九
日 



 
 

 

の
利
益
に
寄
与
す
る

こ
と
を
目
的
と
す

る
。 

 
 

特
定
非
営
利

活
動
法
人
ソ

レ
イ
ユ 

 
平
田 

孝
嗣 

広
島
県
東
広

島
市
黒
瀬
町

菅
田
五
八
九

番
地
五 

 

こ
の
法
人
は
、
障
害

者
当
事
者
お
よ
び
そ

の
支
援
関
係
者
、
地

域
住
民
の
協
同
し
た

地
域
活
動
を
通
し
て

主
体
的
に
運
営
を
行

い
、
全
て
の
人
が
自

立
し
て
生
活
で
き

る
、
活
力
あ
る
ま
ち

づ
く
り
と
地
域
福
祉

の
推
進
を
図
る
こ
と

に
よ
り
、
社
会
全
体

の
利
益
に
寄
与
す
る

こ
と
を
目
的
と
す

る
。 

・
事
業
の
変
更 

平
成
二
一
年 

一
〇
月
九
日 

 


